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第1章　研究の背景と目的

1－1　研究の背景

　自動車交通の過度の増加が都市地域の生活環境を悪化させたことから、世界の多くの都市で自

動車交通の抑制と歩行環境の改善が進められてきている。特にヨーロッパの都市の中心部では歩

行者専用地区（Pedestrian　Precinct）が作られ、歩行者の自由に行動できる快適な環境空間が

形成されている。我が国においても、歩行者交通の安全と優先化が求められ、コミュニティ道路

や歩行者天国など歩行者交通対策が実施されてきた。

　しかしこれらの施策は部分的、一時的なものも多く、必ずしも広範囲の真に快適な歩行環境を

実現しているとはいえない状況である。我が国の都市地域では・利用できる道路空間が狭小なこ

とに加え、歩道上の自転車の存在が歩行環境の快適性を損なう大きな原因となっている。現在各

方面から声高に叫ばれている歩行環境の快適化、アメニティの増大のために、また障害者のバリ

アフリー化を促進するためにも、現状の自転車交通をそのままにしておいては問題があり、自転

車交通に対する何らかの施策が必要なことは明らかである。

　一方、地域の生活環境改善だけでなく、地球環境の観点からも炭酸ガスの発生の削減・省エネ

ルギーのために自動車利用の抑制が強く要請されている。そのために短距離トリップの交通に対

しては、燃料を使わず排気ガスを出さない自転車の利用が望ましく、自転車利用の促進政策は世

界的な傾向となっている。日本の都市では多くの地域ですでに自転車の利用が多く見られるが・

大部分の道路で歩行者と混在した交通運用となっており、歩行者ばかりでなく・自転車にとって

も安全快適な道路空問ではなく、自転車利用を増加させる環境が形成されていない。また国や自

治体の施策としても環境や省エネルギーの観点から自転車利用の促進を図る具体的な交通政策は

ほとんど有していない状況である。

1－2　研究目的

　本研究は、我が国の都市においてなぜヨーロッパの都市に見られるような優れた歩行者専用地

区が実現されないのかという観点から、歩行者・自転車にとって安全、快適な交通環境を実現す

るための障害は何であるか、それを解決する手がかりとプロセスは如何にしたらよいかを明らか

にすることを目的としている。

　そのため本調査研究では、現状の自転車利用の問題点と安全性、自転車利用者の意識を分析す

るとともに、実際の都市地区を対象に交通環境改善対策案作成のケーススタディを実施して、歩

行者、自転車交通に対する環境改善のための具体的な交通施策の手がかりを探ることを目的とし

た。その結果を踏まえて、道路空間の使い方、施設整備、自転車の通行方法、路上駐輪などの交

通規制のあり方、交通ルールの教育指導（モラルの向上）方策、道路利用者、地域住民の自治意

識と交通管理のあり方など、具体的な交通施策を検討、提示することを次の段階の研究目標とし

ている。
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第2章　中心市街地区の道路交通環境の問題点

2－1　都市地域の自転車交通

　昨年度の調査研究「都市の自転車交通に関する研究」によって、都市地域における自転車利用

の実態と自転車利用者の意識が調査され、現状の問題点が明らかにされた。

　自転車は公共交通利用の端末交通手段として非常に多く利用されており、そのため鉄道駅周辺

の路上等に違法に駐輪し、一般通行の妨害となっている自転車の放置がもっとも大きな問題とな

っている。近年自転車駐車場が大幅に整備されてきているが、自転車利用者は誰もが駅になるべ

く近いところに駐輪を望むため、放置問題は完全には解決を見ることはできない状況にある。ま

た自転車は日常の買い物目的の交通にも多く利用されており、商業施設前面の路上駐輪が通行の

妨害となって、歩行環境の快適性を大きく損ねている問題も発生している。

　都市地域では自転車のための走行空間が他の交通と区別して整備されていることはほとんど皆

無の状況と言ってよい。また自転車交通の安全性のために一部の歩道の通行が許可されたことか

ら、現状の自転車利用者の意識では自転車の歩道通行は当然のこととなって、しまっており、自

転車交通は車道も歩道も自由勝手に通行する無秩序な実態が出現している。

　また自転車利用者の意識の動向として、日本でも自転車交通のための環境が整備されればもっ

と利用するというものが多く、さらに今よりバスや路面電車が便利になっても自転車を利用する

とするものが過半数であり、将来にわたって自転車利用は増大することはあっても減少すること

はない状況である。

　以上のことから都心地区の交通環境改善には歩行者のためにも自転車交通の環境整備と、自転

車利用の秩序化が重要な問題点となっているといえよう。

2－2　自動車交通と中心市街地区の活性化

　自動車交通の集中による交通渋滞は大気環境を悪化するだけでなく、自動車交通の利便性その

ものの低下を含め、中心市街地区の道路交通環境を著しく損なっている。そのため諸外国の都市

では、交通渋滞が激しく道路交通環境が悪化した中心市街地区から、商業活動が自動車交通の利

便性が高い郊外部に移転し、中心市街の衰退する傾向が見られた。最近、我が国の中小都市でも

そのような傾向が生じており、中心市街地区の活性化対策として、都市の道路交通対策をどのよ

うにするかが非常に重要なものとなってきている。

　中心市街地区の交通渋滞や道路環境の悪化は路上駐車が大きな要因となっていることから、一

般に都市地域では路上駐車を排除する対策がとられている。ヨーロッパの都市では、周辺部に駐

車施設を配し、中心商業地区から一般の自動車交通を排除してモールや歩行者専用地区とするこ

とによって、中心地区の魅力を高める活性化対策が行われた。

　道路施設が不十分な我が国の都市では、交通規制によって路上駐車を禁止し、路外の駐車場を

整備する対策がとられている。しかし、既成市街地の中心地区では路外駐車場の建設には非常に

多額の費用を必要とすることからなかなか整備が進まず、路上駐車を完全に排除することはでき

ない。特に、路外の荷さばきスペースがほとんどない我が国の商業地域では、貨物の積み卸しの

ためにトラックの路上駐停車が常に存在している状況である。今なお我が国の多くの都市では、
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都心商業地区の活性化対策として路外駐車場の整備が主要な対策となっているが、低経済成長時

代になって路外駐車場の大幅な建設整備は望めないとともに、貨物の積み卸しのためトラックの

路上駐停車を現状のままとするならば、道路交通環境改善の大幅な進展は望めそうもない。それ

故、都心地区の道路環境を快適なものに改善していくためには、短距離トリップの自動車交通を

自転車交通に変更するなど利用交通手段の転換政策を含めた、道路交通全体に対する新たな対策

の検討が望まれる。
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第3章　自転車交通政策の現状

　自転車交通に関する各国の考え方や施策は、交通・道路事情、自然条件、社会的な環境が色濃

く反映されている・同じく道路を走る私的な交通手段である自家用車交通に比べ、自転車交通の

場合には国による特色がより大きく見られる。しかし自転車交通のとらえ方は、自動車交通をど

のように考えるかということと密接にかかわっており、自転車交通政策を自動車の交通政策と切

り離して論じることはできない。各国の近年の自転車交通政策の大きな変化は、このことを明確

に示している。

　ここでは欧米中心の数ケ国および日本について、自転車交通政策の現状を示し、その特徴につ

いての比較検討を行う。

3－1　諸外国の自転車交通政策

（1）オランダ

　オランダは人口1，500万、国土面積は九州と同規模であるが、自転車の保有・利用の割合が高

く、自転車は全交通手段のうちトリップ数の29％また延べ移動距離（人キロ）の8％を占め、世

界でも有数の自転車交通の比重が大きな国である。平坦な地形、都市地域の人口密度が高いこと

が自転車利用に適合しているのは確かであるが、交通政策においては自転車は自動車と同様に主

要な都市交通手段として位置づけられている。

　60年代以降は、オランダにおいても自動車による移動距離は大きく増え、増加する自動車交通

需要に追いつくように道路整備をすることが交通政策の課題となっていた。この点では他の欧米

諸国と同様な政策を選択してきたが、石油危機をきっかけに1975年以降、中央政府はまずチルブ

ルグ市とハーグ市にモデル自転車道路を設置した。その評価を踏まえて国は自転車道路建設に対

する補助制度を設け、デルフト市をなど100以上の都市で自転車道路の整備がすすめられた。

　しかし近年、「持続可能な社会」の実現を目的として設定することによって、この国の交通政

策は大きく変貌した。

1）第2次交通体系計画（Second　Structured　Sch㎝e　for　Traffic　and　Transport：1990）

　交通体系は、持続可能な社会の実現に寄与するかどうかを尺度として形成される必要がある。

すなわち環境破壊を起こさず、省エネルギーと省空間のもとに、最適なアクセシビリティを確保

するように計画すべきとしている。

　交通計画の目標は、

　　　L生活の質の改善（例．地球温暖化や酸性雨防止、道路交通の安全性向上等〉

　　　2。交通需要増加の抑制（駐車・都心部流入規制、土地利用の再編等による〉

　　　3．アクセシビリティの向上（経済成長は、持続可能社会の枠組みの中で実現できるとし、

　　　　アクセシビリティの向上が成長にとって基本的に重要）

　自動車交通がこのまま増加していくと都市は危機的状況に陥るという認識にたって、その伸び

を抑制するための量的な目標値を設定した。すなわち2010年の自動車交通（台キロ〉は、トレン

ドでは1986年の70％増になると予測されたが、これを半分の35％増に抑えるものとした。また交

通事故死者数の半減、自動車交通による大気汚染の25％減等の多くの目標値が設定されたが、自

転車にかかわるものとしては、以下の目標が示された。
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　・都市部の5㎞以下のトリップでは、自転車が自動車より短時問で移動できる

　　自転車トリップ長（人キロ）を30％増加させる

　　自転車利用の通勤トリップ数を50％増加させる

　　自転車による駅へのアクセス改善によって、鉄道利用の人キロを15％増加させる

いずれも、自動車から自転車利用への転換を進めることを意図したものである。

2）自転車マスタープラン（BicycIe　Master　PIan：1992）

　上記の第2次交通体系計画をより具体的に展開するための一環として、交通省が策定し1992年

に議会により承認された。自転車マスタープランは、5つの基本的施策を掲げそれぞれの目標と

実施すべき項目を示した。

　　　L自動車から自転車利用への転換

　　　　　　自転車交通のインフラを整備して所要時間を短縮、企業が社内交通計画を作り自転

　　　　　車通勤を増加させる等。これにより自動車交通の削減目標値（人キロ）の約9％を

　　　　　　自転車への転換で達成する

　　　2．自動車から「自転車＋公共交通機関」への転換

　　　　　＝駅やバス停での駐輪場整備、レンタサイクルや自転車の車内持込みにより自動車交

　　　　　通の削減目標値（人キロ）の約4％を達成する。

　　　3，自転車交通の安全性向上

　　　　　　インフラ整備と教育により、自転車事故による死傷者を約半減させる。

　　　4．自転車盗難の防止

　　　5．計画の推進体制

　　　　　　この自転車マスタープランが国や自治体の交通計画の中の永続的な柱となりまたモ

　　　　　　デル事業の成果に関する情報が十分に伝わるようにする。

3）まとめ

　以上見てきたように、自転車利用の割合が世界でも有数なオランダにおいて、自転車利用の更

なる促進が政策的に行われている。主たる目的は「持続可能な社会」の実現であり、そのために

自動車交通の伸びの削減が必要との認識にたって、自動車から自転車への転換の推進が政策目標

になっている。自転車交通の促進をはかろうとしているのは共通しているものの、オランダでは

すでに相当な自転車利用が実現しているという点で、現在の自転車交通がまだかなり低い割合に

とどまっている英国やアメリカと対照的である。

（2）ドイツ

　ドイツにおける利用交通手段の割合は、都市部におけるマクロ的な統計数値によると、1995年

には自動車（49％〉、徒歩（22％）、公共交通機関（16％）についで、自転車は12％となっている。

経年的には1970年代中頃まで自転車は減少していたが、その後は自動車割合の増加、徒歩の大き

な減少、横ばいの公共交通機関そして自転車の増加が見られ、この傾向は日本の都市圏の場合と

類似している。しかし都市別には、ブレーメン（22％）エアランゲン（30％）のように高い割合

の都市から、わずか1％程度の都市まで大きな差異がある。

　ドイッには、オランダのような中央政府あるいは州政府による統一的な自転車交通政策は存在

せず、自転車交通対策は個々の自治体に任されており、その内容は自治体によって異なっている。

連邦環境庁は1981年にモデルプロジェクトを実施することによって、その後の自治体の自転車の
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交通計画に大きな影響を与えた。

1）自転車友好都市（Fahrradfreundl　iche　Stadt）／環境庁モデルプロジェクト（1981）

　1979年にモデルプロジェクトの実施が公表され、131の都市から申請があった。このなかから

デトモルト市（人口3．5万）とローゼンハイム市（人口3．7万）が選定され、1981年から5年間実

施された。この2都市はまず自転車交通の振興を市の交通政策の重点としており、さらにインフ

ラ整備例えば自転車道路の増加の可能性が大きい都市であるという点から選ばれた。

　この2都市のほかに、補足のプロジェクト（自転車交通を増やすための、各都市の実情に合わ

せた特定の課題）を実施するために9都市が選ばれた。これらのプロジェクトから得られた情報

は全国に提供された。

環境庁は、以下のような総括を示している・

　　　　　1）自転車道の建設によって安全性と快適性を高めるだけでは不十分である。

　　　　　　　交通政策全体のなかで、自転車利用の促進を図らなければならない。

　　　　　2）自転車交通に関わる、技術面、法的側面、組織と財政、P　Rを組み合わせた対策

　　　　　　が必要

　　　　　3）自治体が自転車交通に対して好意的であることを市民に示し、自転車のイメージ

　　　　　　を高めることが重要

　　　　　4）自転車と公共交通機関を連携させたシステムの形成が有効

　　　　　5）自動車が自転車よりもずっと便利で魅力的なものであれば、自転車交通の振興策

　　　　　　は部分的にしか成功しない。自動車に対する環境の視点からの交通管理、速度・

　　　　　　駐車制限により、利便性等に関する両者の差を小さくすることも必要である。

（3）イギリス

　イギリスにおける自転車利用の割合は、オランダ、ドイツ、北欧諸国に比べるとかなり低い。

1995年にはわずか2．3％に過ぎない。また戦後欧州の多くの国では、自動車の大量普及と共に自

転車利用が一時期減少したものの近年利用率が増加に転じているのに、イギリスでは横ばい状態

である。

1）自転車宣言（交通省／1994年）

　自転車が重要な交通手段であることを政府は認識しており、3マイル（約5㎞）以下のトリ

　ップの40％が自動車に依存している現状は問題であるとして、自転車交通に対する考え方の変

　更を主張している。すなわち

　　　自治体は都市計画の初期の段階から、自転車交通を考慮すること。

　　　自転車は近距離交通の手段として大いに有効であること。

　　　・交通結節点や中心部商業施設また通勤先の企業等においても自転車駐車場を整備するこ

　　　とが重要。

2）国家自転車戦略（Nat　ionaI　Cycl　ing　Strategy：交通省／1996年）

　イギリスでは、政府は自転車交通に対してこれまで積極的な考え方をとってこなかった。1996

年の「国家自転車戦略」では、このような状況を改善するために、自転車に対する交通政策を転

換した。すなわち「自転車は、徒歩・公共交通機関と並んで中心的な位置づけを与えるべきであ

り、どうでもよい周辺的な交通手段という位置づけであってはならない」とした。

　1。自転車の位置づけ
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　　　　自転車は環境の面から、持続可能かつ健康的な交通手段である。

　　　　自転車は自家用車の代替となり得る交通手段であり、どのような交通計画の枠組み

　　　　にも対応可能である。

　　　　自転車は短距離のすぐれた交通手段であるだけでなく、公共交通機関と組合わせる

　　　　ことにより長距離トリップの手段の一部となる・

2．目標

　　・多数の人が近距離交通を自転車で行えるようにして、自転車利用を2002年までに1996年

　　の2倍、2012年までに4倍となるようにする。

3。施策の考え方

　　「自家用車よりも自転車を利用した方が魅力的な状態を作り、車への依存を減らす」必要

　　があり、このための基本的な考え方として

　　　・交通の必要性を減少させるような土地利用計画をたてる

　　　　自動車利用のすべてのコストを、車の利用者に負担させる

　　　・高水準の公共交通機関を整備し、自転車と公共交通機関との結合をはかる

4．基本的な施策（例）

　　24の基本的な施策をあげているが、その中のいくつかを示すと、

　　　・施策7：地方の計画当局は1999年中に地域自転車戦略（Local　Strategies　for　Cycli㎎）

　　　　　　　作成する。

　　　・施策16＝自転車通学を2倍にする

　　　・施策22：交通大臣のもとに全国自転車フォーラム設置、国家自転車戦略の進展に関す

　　　　　　　　る年次進展報告書の作成

（4）アメリカ

　アメリカにおける利用交通手段は自家用車が圧倒的に多い。自転車は全体のわずか0．7％（1990

年〉にすぎず、前回（1980年）と比べ変化していない。通勤交通の場合には、L4％（1980年）

から0．4％（1990年）にまで低下してしまっている。また自転車利用

トリップの半分以上がレクリエーション目的によって占められている。

　自転車交通については、第2次石油危機を契機として、省エネルギーの観点から自転車利用を

増加させる総合交通プログラム（1980年）が検討されたが、施策は一部が実行されるにとどまっ

た。その後大気汚染防止との関連で自転車・徒歩利用の促進が唱えられたが具体的な政策にはな

らなかった。

1）総合陸上交通効率化法（l　ST　EA／lnter繭1釦rfaoe　Tr即rtati㎝Effici㎎配t＝1991年）

　この法律は、経済性が高く、環境負荷が小さく、エネルギー効率が良い、総合的な陸上交通シ

ステムの実現を目指すものであり、施設整備に関わる連邦政府によるさまざまな補助プログラム

について規定している。

　州が補助を受けるには、自転車交通については以下のことが条件である。

　　・州は自転車と歩行者に関するプログラムを含んだ交通計画の作成

　　・州政府は「自転車・歩行者コーディネーター」をおいて、自転車・歩行交通を推進するこ

　　　と
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平成9年度研究調査報告書歩行者自転車優先地区（Autofee　District）の計画一交通管理計画のモデルプラン作りと実現へのプロセスー報告書平成10年3月　　　　財団法人国際交通安全学会1π‘躍碑oπα碗sso6加ゴoπ（ゾ％顔厩π4’5Fゆり5F6勧6θs委員会構成員名簿委員長片倉正彦（東京都立大学大学院工学研究科教授）委員尾形隆彰（千葉大学文学部教授）佐野　充（目本大学文理学部教授）松村良之（北海道大学法学部教授）三浦利章（大阪大学人間科学部教授）山川仁（東京都立大学工学部助教授）研究協力者小林　晃（日本能率協会総合研究所交通施設計画室室長）事務局柿沼徹（国際交通安全学会事務局）1　　　　　執筆分担1　第1章．．．．。．。．．．．．。．片倉i　　第2章＿．＿．＿＿片倉i　第3章．．．．．．．．．．．．．．山川：　　第4章．．．．．．．．．．．．．．松村i　　第5章．．．．．．．．．．．．．．片倉i　　第6章＿．．．＿。．．，，片倉i　　補　章．．．．．．．．．．．．．．尾形：　　付　録．．，．．．．．．．．．．．松村第1章1−11−2第2章2−12−2第3章3−13−23−3第4章4−14−2第5章5−15−2第6章6−16−26−3研究の背景と目的研究の背景研究目的目　次中心市街地区の道路交通環境の問題点都市地域の自転車交通自動車交通と中心市街地区の活性化自転車交通政策の現状諸外国の自転車交通政策日本の自転車交通政策自転車交通政策の特徴と比較自転車交通の安全性未成年者の事故の損害賠償責任自転車の加害保険　…………交通環境改善対策の検討対象調査対象地区の選定　…・・…地区交通の改善の方向交通環境改善計画のケーススタディ吉祥寺駅周辺地区の概況これまでの交通対策改善計画案（吉祥寺周辺中心商店街）補章　自転車をめぐる意識の国際比較パイロット調査1　調査対象国の選定理由2　調査の方法と回収率3　結果の概要4　小括……・…・…………　…………　…＿付録　自転車加害事故判決要旨224891113161617172129293036第1章　研究の背景と目的1−1　研究の背景　自動車交通の過度の増加が都市地域の生活環境を悪化させたことから、世界の多くの都市で自動車交通の抑制と歩行環境の改善が進められてきている。特にヨーロッパの都市の中心部では歩行者専用地区（Pedestrian　Precinct）が作られ、歩行者の自由に行動できる快適な環境空間が形成されている。我が国においても、歩行者交通の安全と優先化が求められ、コミュニティ道路や歩行者天国など歩行者交通対策が実施されてきた。　しかしこれらの施策は部分的、一時的なものも多く、必ずしも広範囲の真に快適な歩行環境を実現しているとはいえない状況である。我が国の都市地域では・利用できる道路空間が狭小なことに加え、歩道上の自転車の存在が歩行環境の快適性を損なう大きな原因となっている。現在各方面から声高に叫ばれている歩行環境の快適化、アメニティの増大のために、また障害者のバリアフリー化を促進するためにも、現状の自転車交通をそのままにしておいては問題があり、自転車交通に対する何らかの施策が必要なことは明らかである。　一方、地域の生活環境改善だけでなく、地球環境の観点からも炭酸ガスの発生の削減・省エネルギーのために自動車利用の抑制が強く要請されている。そのために短距離トリップの交通に対しては、燃料を使わず排気ガスを出さない自転車の利用が望ましく、自転車利用の促進政策は世界的な傾向となっている。日本の都市では多くの地域ですでに自転車の利用が多く見られるが・大部分の道路で歩行者と混在した交通運用となっており、歩行者ばかりでなく・自転車にとっても安全快適な道路空問ではなく、自転車利用を増加させる環境が形成されていない。また国や自治体の施策としても環境や省エネルギーの観点から自転車利用の促進を図る具体的な交通政策はほとんど有していない状況である。1−2　研究目的　本研究は、我が国の都市においてなぜヨーロッパの都市に見られるような優れた歩行者専用地区が実現されないのかという観点から、歩行者・自転車にとって安全、快適な交通環境を実現するための障害は何であるか、それを解決する手がかりとプロセスは如何にしたらよいかを明らかにすることを目的としている。　そのため本調査研究では、現状の自転車利用の問題点と安全性、自転車利用者の意識を分析するとともに、実際の都市地区を対象に交通環境改善対策案作成のケーススタディを実施して、歩行者、自転車交通に対する環境改善のための具体的な交通施策の手がかりを探ることを目的とした。その結果を踏まえて、道路空間の使い方、施設整備、自転車の通行方法、路上駐輪などの交通規制のあり方、交通ルールの教育指導（モラルの向上）方策、道路利用者、地域住民の自治意識と交通管理のあり方など、具体的な交通施策を検討、提示することを次の段階の研究目標としている。一1一第2章　中心市街地区の道路交通環境の問題点2−1　都市地域の自転車交通　昨年度の調査研究「都市の自転車交通に関する研究」によって、都市地域における自転車利用の実態と自転車利用者の意識が調査され、現状の問題点が明らかにされた。　自転車は公共交通利用の端末交通手段として非常に多く利用されており、そのため鉄道駅周辺の路上等に違法に駐輪し、一般通行の妨害となっている自転車の放置がもっとも大きな問題となっている。近年自転車駐車場が大幅に整備されてきているが、自転車利用者は誰もが駅になるべく近いところに駐輪を望むため、放置問題は完全には解決を見ることはできない状況にある。また自転車は日常の買い物目的の交通にも多く利用されており、商業施設前面の路上駐輪が通行の妨害となって、歩行環境の快適性を大きく損ねている問題も発生している。　都市地域では自転車のための走行空間が他の交通と区別して整備されていることはほとんど皆無の状況と言ってよい。また自転車交通の安全性のために一部の歩道の通行が許可されたことから、現状の自転車利用者の意識では自転車の歩道通行は当然のこととなって、しまっており、自転車交通は車道も歩道も自由勝手に通行する無秩序な実態が出現している。　また自転車利用者の意識の動向として、日本でも自転車交通のための環境が整備されればもっと利用するというものが多く、さらに今よりバスや路面電車が便利になっても自転車を利用するとするものが過半数であり、将来にわたって自転車利用は増大することはあっても減少することはない状況である。　以上のことから都心地区の交通環境改善には歩行者のためにも自転車交通の環境整備と、自転車利用の秩序化が重要な問題点となっているといえよう。2−2　自動車交通と中心市街地区の活性化　自動車交通の集中による交通渋滞は大気環境を悪化するだけでなく、自動車交通の利便性そのものの低下を含め、中心市街地区の道路交通環境を著しく損なっている。そのため諸外国の都市では、交通渋滞が激しく道路交通環境が悪化した中心市街地区から、商業活動が自動車交通の利便性が高い郊外部に移転し、中心市街の衰退する傾向が見られた。最近、我が国の中小都市でもそのような傾向が生じており、中心市街地区の活性化対策として、都市の道路交通対策をどのようにするかが非常に重要なものとなってきている。　中心市街地区の交通渋滞や道路環境の悪化は路上駐車が大きな要因となっていることから、一般に都市地域では路上駐車を排除する対策がとられている。ヨーロッパの都市では、周辺部に駐車施設を配し、中心商業地区から一般の自動車交通を排除してモールや歩行者専用地区とすることによって、中心地区の魅力を高める活性化対策が行われた。　道路施設が不十分な我が国の都市では、交通規制によって路上駐車を禁止し、路外の駐車場を整備する対策がとられている。しかし、既成市街地の中心地区では路外駐車場の建設には非常に多額の費用を必要とすることからなかなか整備が進まず、路上駐車を完全に排除することはできない。特に、路外の荷さばきスペースがほとんどない我が国の商業地域では、貨物の積み卸しのためにトラックの路上駐停車が常に存在している状況である。今なお我が国の多くの都市では、一2一都心商業地区の活性化対策として路外駐車場の整備が主要な対策となっているが、低経済成長時代になって路外駐車場の大幅な建設整備は望めないとともに、貨物の積み卸しのためトラックの路上駐停車を現状のままとするならば、道路交通環境改善の大幅な進展は望めそうもない。それ故、都心地区の道路環境を快適なものに改善していくためには、短距離トリップの自動車交通を自転車交通に変更するなど利用交通手段の転換政策を含めた、道路交通全体に対する新たな対策の検討が望まれる。一3一第3章　自転車交通政策の現状　自転車交通に関する各国の考え方や施策は、交通・道路事情、自然条件、社会的な環境が色濃く反映されている・同じく道路を走る私的な交通手段である自家用車交通に比べ、自転車交通の場合には国による特色がより大きく見られる。しかし自転車交通のとらえ方は、自動車交通をどのように考えるかということと密接にかかわっており、自転車交通政策を自動車の交通政策と切り離して論じることはできない。各国の近年の自転車交通政策の大きな変化は、このことを明確に示している。　ここでは欧米中心の数ケ国および日本について、自転車交通政策の現状を示し、その特徴についての比較検討を行う。3−1　諸外国の自転車交通政策（1）オランダ　オランダは人口1，500万、国土面積は九州と同規模であるが、自転車の保有・利用の割合が高く、自転車は全交通手段のうちトリップ数の29％また延べ移動距離（人キロ）の8％を占め、世界でも有数の自転車交通の比重が大きな国である。平坦な地形、都市地域の人口密度が高いことが自転車利用に適合しているのは確かであるが、交通政策においては自転車は自動車と同様に主要な都市交通手段として位置づけられている。　60年代以降は、オランダにおいても自動車による移動距離は大きく増え、増加する自動車交通需要に追いつくように道路整備をすることが交通政策の課題となっていた。この点では他の欧米諸国と同様な政策を選択してきたが、石油危機をきっかけに1975年以降、中央政府はまずチルブルグ市とハーグ市にモデル自転車道路を設置した。その評価を踏まえて国は自転車道路建設に対する補助制度を設け、デルフト市をなど100以上の都市で自転車道路の整備がすすめられた。　しかし近年、「持続可能な社会」の実現を目的として設定することによって、この国の交通政策は大きく変貌した。1）第2次交通体系計画（Second　Structured　Sch�pe　for　Traffic　and　Transport：1990）　交通体系は、持続可能な社会の実現に寄与するかどうかを尺度として形成される必要がある。すなわち環境破壊を起こさず、省エネルギーと省空間のもとに、最適なアクセシビリティを確保するように計画すべきとしている。　交通計画の目標は、　　　L生活の質の改善（例．地球温暖化や酸性雨防止、道路交通の安全性向上等〉　　　2。交通需要増加の抑制（駐車・都心部流入規制、土地利用の再編等による〉　　　3．アクセシビリティの向上（経済成長は、持続可能社会の枠組みの中で実現できるとし、　　　　アクセシビリティの向上が成長にとって基本的に重要）　自動車交通がこのまま増加していくと都市は危機的状況に陥るという認識にたって、その伸びを抑制するための量的な目標値を設定した。すなわち2010年の自動車交通（台キロ〉は、トレンドでは1986年の70％増になると予測されたが、これを半分の35％増に抑えるものとした。また交通事故死者数の半減、自動車交通による大気汚染の25％減等の多くの目標値が設定されたが、自転車にかかわるものとしては、以下の目標が示された。一4一　・都市部の5�q以下のトリップでは、自転車が自動車より短時問で移動できる　　自転車トリップ長（人キロ）を30％増加させる　　自転車利用の通勤トリップ数を50％増加させる　　自転車による駅へのアクセス改善によって、鉄道利用の人キロを15％増加させるいずれも、自動車から自転車利用への転換を進めることを意図したものである。2）自転車マスタープラン（BicycIe　Master　PIan：1992）　上記の第2次交通体系計画をより具体的に展開するための一環として、交通省が策定し1992年に議会により承認された。自転車マスタープランは、5つの基本的施策を掲げそれぞれの目標と実施すべき項目を示した。　　　L自動車から自転車利用への転換　　　　　　自転車交通のインフラを整備して所要時間を短縮、企業が社内交通計画を作り自転　　　　　車通勤を増加させる等。これにより自動車交通の削減目標値（人キロ）の約9％を　　　　　　自転車への転換で達成する　　　2．自動車から「自転車＋公共交通機関」への転換　　　　　＝駅やバス停での駐輪場整備、レンタサイクルや自転車の車内持込みにより自動車交　　　　　通の削減目標値（人キロ）の約4％を達成する。　　　3，自転車交通の安全性向上　　　　　　インフラ整備と教育により、自転車事故による死傷者を約半減させる。　　　4．自転車盗難の防止　　　5．計画の推進体制　　　　　　この自転車マスタープランが国や自治体の交通計画の中の永続的な柱となりまたモ　　　　　　デル事業の成果に関する情報が十分に伝わるようにする。3）まとめ　以上見てきたように、自転車利用の割合が世界でも有数なオランダにおいて、自転車利用の更なる促進が政策的に行われている。主たる目的は「持続可能な社会」の実現であり、そのために自動車交通の伸びの削減が必要との認識にたって、自動車から自転車への転換の推進が政策目標になっている。自転車交通の促進をはかろうとしているのは共通しているものの、オランダではすでに相当な自転車利用が実現しているという点で、現在の自転車交通がまだかなり低い割合にとどまっている英国やアメリカと対照的である。（2）ドイツ　ドイツにおける利用交通手段の割合は、都市部におけるマクロ的な統計数値によると、1995年には自動車（49％〉、徒歩（22％）、公共交通機関（16％）についで、自転車は12％となっている。経年的には1970年代中頃まで自転車は減少していたが、その後は自動車割合の増加、徒歩の大きな減少、横ばいの公共交通機関そして自転車の増加が見られ、この傾向は日本の都市圏の場合と類似している。しかし都市別には、ブレーメン（22％）エアランゲン（30％）のように高い割合の都市から、わずか1％程度の都市まで大きな差異がある。　ドイッには、オランダのような中央政府あるいは州政府による統一的な自転車交通政策は存在せず、自転車交通対策は個々の自治体に任されており、その内容は自治体によって異なっている。連邦環境庁は1981年にモデルプロジェクトを実施することによって、その後の自治体の自転車の一5一交通計画に大きな影響を与えた。1）自転車友好都市（Fahrradfreundl　iche　Stadt）／環境庁モデルプロジェクト（1981）　1979年にモデルプロジェクトの実施が公表され、131の都市から申請があった。このなかからデトモルト市（人口3．5万）とローゼンハイム市（人口3．7万）が選定され、1981年から5年間実施された。この2都市はまず自転車交通の振興を市の交通政策の重点としており、さらにインフラ整備例えば自転車道路の増加の可能性が大きい都市であるという点から選ばれた。　この2都市のほかに、補足のプロジェクト（自転車交通を増やすための、各都市の実情に合わせた特定の課題）を実施するために9都市が選ばれた。これらのプロジェクトから得られた情報は全国に提供された。環境庁は、以下のような総括を示している・　　　　　1）自転車道の建設によって安全性と快適性を高めるだけでは不十分である。　　　　　　　交通政策全体のなかで、自転車利用の促進を図らなければならない。　　　　　2）自転車交通に関わる、技術面、法的側面、組織と財政、P　Rを組み合わせた対策　　　　　　が必要　　　　　3）自治体が自転車交通に対して好意的であることを市民に示し、自転車のイメージ　　　　　　を高めることが重要　　　　　4）自転車と公共交通機関を連携させたシステムの形成が有効　　　　　5）自動車が自転車よりもずっと便利で魅力的なものであれば、自転車交通の振興策　　　　　　は部分的にしか成功しない。自動車に対する環境の視点からの交通管理、速度・　　　　　　駐車制限により、利便性等に関する両者の差を小さくすることも必要である。（3）イギリス　イギリスにおける自転車利用の割合は、オランダ、ドイツ、北欧諸国に比べるとかなり低い。1995年にはわずか2．3％に過ぎない。また戦後欧州の多くの国では、自動車の大量普及と共に自転車利用が一時期減少したものの近年利用率が増加に転じているのに、イギリスでは横ばい状態である。1）自転車宣言（交通省／1994年）　自転車が重要な交通手段であることを政府は認識しており、3マイル（約5�q）以下のトリ　ップの40％が自動車に依存している現状は問題であるとして、自転車交通に対する考え方の変　更を主張している。すなわち　　　自治体は都市計画の初期の段階から、自転車交通を考慮すること。　　　自転車は近距離交通の手段として大いに有効であること。　　　・交通結節点や中心部商業施設また通勤先の企業等においても自転車駐車場を整備するこ　　　とが重要。2）国家自転車戦略（Nat　ionaI　Cycl　ing　Strategy：交通省／1996年）　イギリスでは、政府は自転車交通に対してこれまで積極的な考え方をとってこなかった。1996年の「国家自転車戦略」では、このような状況を改善するために、自転車に対する交通政策を転換した。すなわち「自転車は、徒歩・公共交通機関と並んで中心的な位置づけを与えるべきであり、どうでもよい周辺的な交通手段という位置づけであってはならない」とした。　1。自転車の位置づけ一6一　　　　自転車は環境の面から、持続可能かつ健康的な交通手段である。　　　　自転車は自家用車の代替となり得る交通手段であり、どのような交通計画の枠組み　　　　にも対応可能である。　　　　自転車は短距離のすぐれた交通手段であるだけでなく、公共交通機関と組合わせる　　　　ことにより長距離トリップの手段の一部となる・2．目標　　・多数の人が近距離交通を自転車で行えるようにして、自転車利用を2002年までに1996年　　の2倍、2012年までに4倍となるようにする。3。施策の考え方　　「自家用車よりも自転車を利用した方が魅力的な状態を作り、車への依存を減らす」必要　　があり、このための基本的な考え方として　　　・交通の必要性を減少させるような土地利用計画をたてる　　　　自動車利用のすべてのコストを、車の利用者に負担させる　　　・高水準の公共交通機関を整備し、自転車と公共交通機関との結合をはかる4．基本的な施策（例）　　24の基本的な施策をあげているが、その中のいくつかを示すと、　　　・施策7：地方の計画当局は1999年中に地域自転車戦略（Local　Strategies　for　Cycli�r）　　　　　　　作成する。　　　・施策16＝自転車通学を2倍にする　　　・施策22：交通大臣のもとに全国自転車フォーラム設置、国家自転車戦略の進展に関す　　　　　　　　る年次進展報告書の作成（4）アメリカ　アメリカにおける利用交通手段は自家用車が圧倒的に多い。自転車は全体のわずか0．7％（1990年〉にすぎず、前回（1980年）と比べ変化していない。通勤交通の場合には、L4％（1980年）から0．4％（1990年）にまで低下してしまっている。また自転車利用トリップの半分以上がレクリエーション目的によって占められている。　自転車交通については、第2次石油危機を契機として、省エネルギーの観点から自転車利用を増加させる総合交通プログラム（1980年）が検討されたが、施策は一部が実行されるにとどまった。その後大気汚染防止との関連で自転車・徒歩利用の促進が唱えられたが具体的な政策にはならなかった。1）総合陸上交通効率化法（l　ST　EA／lnter繭1釦rfaoe　Tr即rtati�pEffici�r配t＝1991年）　この法律は、経済性が高く、環境負荷が小さく、エネルギー効率が良い、総合的な陸上交通システムの実現を目指すものであり、施設整備に関わる連邦政府によるさまざまな補助プログラムについて規定している。　州が補助を受けるには、自転車交通については以下のことが条件である。　　・州は自転車と歩行者に関するプログラムを含んだ交通計画の作成　　・州政府は「自転車・歩行者コーディネーター」をおいて、自転車・歩行交通を推進するこ　　　と一7一

